
東京電力（株）　福島第一原子力発電所

不適合管理委員会報告情報

平成22年５月26日分

平成22年５月26日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：該当なし

その他：１０件

No. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 １号機
非常用ディーゼル発電機（Ｂ）用温水循環ポンプ駆動用電動機の点検におい
て、電源ケーブル用フレキシブル電線管接続部に破損（割れ）が認められた
ため、当該部を修理

ＧⅢ

2 １号機
気体廃棄物処理系活性炭ホールドアップ装置の冷却塔用散水ポンプ(Ｂ－Ａ)
の起動後、過負荷による自動停止が認められたため、当該ポンプを点検・修
理

ＧⅢ

3 ２号機
可燃性ガス濃度制御系冷却器（Ａ）のスプレイ流量計に指示値不良（ダウン
スケール）が認められたため、当該流量計を点検・調整 ＧⅢ

4 ３号機
主タービンのシールドカバー移動用吊り天秤のレベル調整用部品（ターン
バックル）に固着（４箇所中、１箇所）が認められたため、当該部品を交換 ＧⅢ

5 ３号機
気体廃棄物処理系活性炭ホールドアップ装置用冷凍機の緊急修理工事の契約
依頼に伴う「契約請求」手続き漏れが認められたため、対応検討 ＧⅡ

6 ３号機
復水脱塩装置用空気圧縮機の点検において、圧縮機シリンダヘッド締め付け
ボルト（全４本）に腐食が認められたため、当該ボルトを交換 ＧⅢ

7 ５号機
火災報知設備（廃棄物処理建屋１階）の誤動作による警報音鳴動が認められ
たため、当該火災報知設備を点検・修理 ＧⅢ

8 ５号機
ディーゼル発電設備（Ａ）室用空調機（ＵＨ５－１３）の所内蒸気入口弁の
グランド部より水のにじみが認められたため、当該弁を点検・修理 ＧⅢ

9 ６号機
廃棄物処理建屋換気空調系給気ダクト修理における溶接機使用作業に伴うノ
イズの影響により、建屋排気ダクト用放射線モニタ装置（Ｂ）レベル「高」
及び同レベル「高高」を示す警報が発生したため、対応検討

ＧⅡ

10 その他
使用済燃料共用プール内において作業員が使用していた警報付個人線量計
（１台）にベーター線の計数異常が認められたため、当該線量計を点検・修
理及び対応検討

ＧⅢ

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事
象が対象になります。


